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                                        交付申請時からの内容変更がある場合の書類作成要領

　 交付申請時から購入内容に変更がある場合、「実績報告３」又は別紙により変更内容のご報告を求める場合があります。

　申請した物品ごとに下記のフローチャートにより対応の要否を確認してください。

　なお、補助金の交付は申請内容が補助要件を満たすものであるという前提の下で行われるものであることから、交付決定時か

ら購入内容そのものは変わらず、必要書類についてもそろっていた場合であっても、申請内容がそもそも補助要件を満たしてい

ないことが事後的に発覚した場合には全面的に補助対象外となりますので、今一度申請時に提出頂いている「確認書」をご確認

ください。（以下、よくある補助対象外事例を掲げます。）

事例１．購入した物品が個人の所要に係る物品である場合（縄跳び、ボール等の遊具を園児に配布している場合等）

事例２．購入した物品について、他の補助金に申請している場合（とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金を受けて購入

した物品等）

①交付申請時と購入内容（購入先、購入物品、単価、購入数）が同じである

②購入内容の変更は単価または購入数の変更を伴わず、購入先または購入物品の

軽微な変更のみを伴うものである

実績報告３の提出は不要いいえ

はい

いいえ

はい

実績報告３の提出は不要だが、別途簡易な報告を行う

例１：A社から扇風機を購入する予定で申請していたが、欠品のためB社か

ら同額で同じ物品を購入した場合

例２：A社から扇風機（型番：●●●）を購入する予定で申請していたが、

欠品のため同社から同額・同等の機能の扇風機（型番：▲▲▲）を購入した

場合

→変更内容について、別途記載をもって報告

（例１の場合、契約書の余白に「交付申請時に採択していたA社にて欠品と

なったため、B社からの購入としました。」と記載する等、簡易な報告で可。

変更物品が多数である場合等、別紙を作成しても可）

※変更の報告があった場合、その内容が交付要綱第８（3）に規定する「軽

微な変更」に該当するかどうか、別途私学部職員より確認を行い、同等品と

みなし得ない場合には補助対象外として判断する場合がある。

③購入内容の変更は単価または購入点数の増加を伴うものである

いいえ 実績報告３の提出は不要（補助対象経費は交付決定時と同額）

例１：7000円の椅子を10点購入する予定で申請していたが、見積時から値上

がりして１点あたり7500円となった場合

例２：7000円の椅子を10点購入する予定で申請していたが、15点の購入と変

更した場合

→「実績報告２」では「交付申請２」と同様、補助対象経費7,000×10=

70,000円で申請

はい

実績報告３の提出が必要（実費の減額を反映し、補助対象経費は交付決定時から減額）

例１：1,500円のサッカーボール10点を購入する予定で申請していたが、この点数は不要と思い直して5点の

購入となった場合

例２：テント１点を購入する予定で申請していたが、ネットショッピングでの購入により、申請時には把

握していなかった換金可能なポイントの付与があった場合

③購入内容の変更は単価または購入点数の減少を伴うものである


